
林野火災
注意報・警報とは…

今年2026年（令和８年）１月から、林野火災が発生・延焼しやすい季節や気候
になると、全国の自治体で「林野火災注意報」もしく「林野火災警報」が発令さ
れるようになりました。
これは乾燥と強風で山火事が発生するのを防ぐためのものであり、警報が発令
されると、たき火やキャンプファイヤーや花火などを行う際の制限、農業におい
ては剪定した枝や落葉を燃やす（野焼き）行為は「禁止」となります。
「林野火災注意報・警報」とは具体的にどういったものかまとめてみました。

林
野
火
災
と
は
？

森
林
や
農
地
な
ど
に
被
害
が
及
ぶ
可

能
性
の
あ
る
火
災
、
一
般
的
に
「
山
火

事
」
な
ど
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
林
野

火
災
は
、
年
間
を
通
し
て
発
生
し
ま
す

が
、
特
に
３
月
〜
５
月
に
か
け
て
の
時

期
に
多
く
発
生
し
て
い
ま
す
。（
図
１

参
照
）

「
林
野
火
災
注
意
報
・
警
報
」

実
施
に
至
る
背
景

令
和
７
年
２
月
26
日
に
岩
手
県
大
船

渡
市
で
発
生
し
た
林
野
火
災
は
、
延
焼

範
囲
が
大
規
模
な
も
の
と
な
り
ま
し
た
。

そ
れ
を
受
け
て
、
制
度
の
検
討
が
進

め
ら
れ
、
今
年
の
１
月
か
ら
注
意
報
や

警
報
が
全
国
の
自
治
体
か
ら
は
発
令
さ

れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
山
間
部
な

ど
消
防
隊
の
立
入
の
難
し
い
場
所
で
発

生
し
や
す
く
、
消
火
活
動
が
困
難
な
場

合
が
多
く
、
発
生
す
る
と
急
速
に
延
焼

が
広
が
る
林
野
火
災
は
、
人
命
が
失
わ

れ
た
り
、
住
宅
被
害
、
森
林
も
破
壊
さ

れ
た
り
し
ま
す
。

春
に
林
野
火
災
が
集
中
す
る
理
由

①　

春
の
野
山
は
雪
解
け
が
進
み
空
気

が
乾
燥
し
地
面
に
落
ち
葉
が
堆
積
し

て
い
る
こ
と
か
ら
、
火
事
が
燃
え
広

が
り
や
す
い
環
境
に
な
っ
て
い
る
。

②　

農
作
業
が
始
ま
り
枯
れ
草
や
り
ん

ご
の
剪
定
枝
を
燃
や
す
。
害
虫
駆
除

の
た
め
に
水
田
周
り
の
あ
ぜ
道
の
野

焼
き
な
ど
火
を
扱
う
作
業
が
増
え
る
。

③　

春
は
年
間
で
最
も
空
気
が
乾
燥
し

て
風
が
強
い
の
で
、
着
火
し
や
す
く

燃
え
広
が
り
や
す
い
。

図１
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林
野
火
災
の
出
火
原
因
と
し
て
は
、

た
き
火
や
火
入
れ
、
放
火
（
疑
い
含
む
）

な
ど
の
人
的
要
因
が
多
い
た
め
、
取
り

扱
う
人
、
一
人
一
人
が
注
意
を
払
う
こ

と
で
防
げ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

「
林
野
火
災
注
意
報
・
警
報
」

発
令
基
準

毎
年
１
月
１
日
か
ら
５
月
31
日
ま
で

の
期
間
に
発
令
さ
れ
ま
す
。

注
意
報
発
令
基
準
は
、

直
前
３
日
間
の
合
計
降
水
量
が
１
ミ

リ
以
下
で
、
直
前
30
日
間
の
合
計
降
水

量
が
30
ミ
リ
以
下
、
も
し
く
は
乾
燥
注

意
報
が
発
表
さ
れ
て
い
る
。

警
報
発
令
基
準
は
、

注
意
報
に
加
え
て
、
強
風
注
意
報
も

発
表
さ
れ
る
こ
と
。

林
野
火
災
が
発
生
し
や
す
い
危
険
な

時
は
、
た
き
火
や
屋
外
で
の
火
の
利
用

は
控
え
る
努
力
も
必
要
で
す
。
ま
た
、

警
報
が
発
令
さ
れ
て
い
る
際
は
30
万
円

以
下
の
罰
金
ま
た
は
拘
留
に
課
せ
ら
れ

る
場
合
も
あ
り
ま
す
。（
消
防
法
第
44

条
第
１
項
）

「
林
野
火
災
注
意
報
」

発
令
時
制
限
さ
れ
る
行
為

注
意
報
や
警
報
が
発
令
し
て
い
た
ら

ど
ん
な
こ
と
に
気
を
付
け
た
ら
よ
い
か
？

①　

山
林
、
原
野
に
お
い
て
火
入
れ
を

し
な
い
こ
と
。（
野
焼
き
、
火
を
使
っ

た
土
壌
消
毒
や
殺
虫
）

②　

花
火
や
火
遊
び
又
は
た
き
火
を
行

わ
な
い
こ
と
。

③　

爆
発
し
や
す
い
物
や
落
葉
な
ど
燃

え
や
す
い
物
の
近
く
で
喫
煙
し
な
い

こ
と
。

④　
た
ば
こ
の
吸
い
殻
を
含
む
残
り
火
、

火
の
粉
を
き
ち
ん
と
始
末
す
る
こ
と
。

※　
ど
ん
と
焼
き
等
の
伝
統
行
事
で
あ
っ

て
も
火
の
粉
が
飛
散
す
る
行
為
は
制

限
対
象
に
な
り
ま
す
。

※
　
バ
ー
キ
ュ
ー
台
、
七
輪
、
ガ
ス
器

具
な
ど
（
火
の
粉
が
飛
散
し
な
い
も

の
は
制
限
対
象
外
と
な
り
ま
す
。）

【
ま
と
め
】

林
野
火
災
防
止
の
た
め
に
、
次
の
点

を
注
意
し
ま
し
ょ
う
。

⑴　

乾
燥
・
強
風
時
は
、
無
理
に
火
を

使
わ
な
い
。

⑵　

た
き
火
や
火
入
れ
は
複
数
人
で
作

業
す
る
。

⑶　

火
か
ら
目
を
離
さ
な
い
。

⑷　

消
化
用
の
水
の
準
備
を
し
て
お
く
。

⑸　

使
用
後
は
完
全
に
消
火
し
た
か

確
認

⑹　

た
ば
こ
の
投
げ
捨
て
、
火
遊
び
は

し
な
い
。

林
野
火
災
の
発
生
の
多
く
な
っ
て
く

る
の
で
、
注
意
報
や
警
報
が
出
て
い
る

と
き
だ
け
で
は
な
く
、
火
を
取
り
扱
う

時
に
は
、
い
つ
も
以
上
に
注
意
し
て
作

業
に
当
た
り
ま
し
ょ
う
。

発令基準

の
は
制
限
対
象
外
と
な
り
ま
す
。）
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